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賀
甲
斬
9
条
論
（
護
憲
的
改
憲
論
）
は
有
効
か

．
安
倍
政
権
に
よ
っ
て
集
団
的
自
衛
権

行
使
を
容
認
し
た
安
保
法
制
（
戦
争
法
）

が
2
0
1
5
年
9
月
1
9
日
強
行
的
に
成

∵
立
さ
せ
ら
れ
た
後
、
自
衛
隊
の
存
在
を

憲
法
に
明
記
し
、
自
衛
隊
の
実
力
行
使
費

に
縛
り
を
か
け
る
べ
き
だ
と
い
う
「
新

9
条
論
」
ま
た
は
「
護
憲
的
改
憲
論
」
（
以

下
、
ま
と
め
て
「
新
9
条
論
」
と
い
う
）

．
が
台
頭
し
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
1
5
年
1
0
月
1
4
日
付
『
東

京
新
聞
』
「
こ
ち
ら
特
報
部
」
で
は
、
「
平

和
の
た
め
の
新
9
条
論
」
「
『
解
釈
の
余

地
』
を
政
権
に
与
え
な
い
『
専
守
防
衛
』

明
確
に
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
、

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
記
事

で
は
、
今
井
一
氏
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
、

小
林
節
氏
（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教

授
）
、
伊
勢
崎
賢
治
氏
（
東
京
外
国
語

大
学
大
学
院
教
授
）
ら
の
主
張
を
紹
介

し
て
い
る
。

ま
た
、
同
年
日
月
的
日
付
『
朝
日
新

聞
』
は
、
「
『
新
9
条
』
相
次
ぐ
提
案
」
「
憲

法
論
議
に
第
三
の
視
点
」
と
い
う
見
出

し
で
、
加
藤
興
津
氏
（
文
芸
評
論
家
）
、

伊
勢
崎
賢
治
氏
、
想
田
和
弘
氏
（
映
画

作
家
）
、
田
原
総
一
朗
氏
（
評
論
家
）

ら
の
主
張
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

∵
新
9
条
論
の
概
要
は
、
「
憲
法
9
条
と

自
衛
隊
と
い
う
現
実
の
禿
離
は
拡
大
し

ノ

続
け
つ
い
に
安
保
法
制
の
成
立
を
許
す

に
至
っ
た
。
こ
の
流
れ
を
押
し
と
ど
め

る
に
は
拡
大
解
釈
の
余
地
の
な
い
新
9

条
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
新
9
条

は
自
衛
隊
と
個
別
的
自
衛
権
を
認
め
、

集
団
的
自
衛
権
を
禁
止
す
れ
ば
、
条
文

の
縛
り
が
効
い
て
政
権
に
よ
る
勝
手
な

解
釈
を
止
め
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で

ある。た
と
え
ば
、
今
井
一
氏
は
、
「
立
憲
主

義
を
立
て
直
す
こ
と
が
先
決
と
い
う
危

機
感
か
ら
、
解
釈
の
余
地
の
な
い
　
『
新

九
条
』
論
が
高
ま
っ
て
い
る
」
と
し
て
、

①
侵
略
戦
争
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄

す
る
。
②
個
別
的
自
衛
権
の
行
使
と
し

て
の
国
の
交
戦
権
を
認
め
る
。
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
と
し
て
の
国
の
交
戦
権

は
認
め
な
い
。
③
前
項
の
目
的
を
達
す

る
た
め
に
、
専
守
防
衛
に
徹
す
る
陸
海

空
の
自
衛
隊
を
保
持
す
る
。
④
自
衛
隊

を
用
い
て
、
中
立
的
立
場
か
ら
非
戦
闘

地
域
、
周
辺
地
域
の
人
道
支
援
活
動
と

い
う
国
際
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
⑤
憲
法
7
6
条
2
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
防
衛
裁
判
所
を
設
置
す
る
。

た
だ
し
、
そ
の
判
決
に
不
服
な
者
は
最

高
裁
に
上
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑥

、
他
国
と
の
軍
事
同
盟
の
締
結
、
廃
棄

－
ほ
、
各
議
院
の
総
議
員
の
3
分
の
2
以

上
の
賛
成
に
よ
る
承
認
決
議
を
必
要
と

す
る
、
と
い
う
内
容
の
新
9
条
案
を
提

案
し
て
い
る
。

「
新
9
条
」
の
改
憲
を
実
現
し
よ
う
と

思
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
改
憲
を
主
張
す

る
勢
力
が
衆
議
院
・
参
議
院
で
総
議
員

の
3
分
の
2
以
上
を
占
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
会
が
発
議
し
、
国
民
投
票
で
過

半
数
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
　
（
憲
法

96条）。
違
憲
の
安
保
法
制
廃
止
を

し
か
し
な
が
ら
、
新
9
条
改
憲
勢
力

が
衆
議
院
・
参
議
院
で
総
議
員
の
3
分

の
2
以
上
を
占
め
る
く
ら
い
に
運
動
が

前
進
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
は
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
し
た
安
保

法
制
を
廃
止
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
え
て
9
条
を
改
正
す
る
必
要
が
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
安
倍
政
権
は
、
集
団
的
自
衛

権
行
使
を
容
認
し
た
安
保
法
制
を
強
行

的
に
成
立
さ
せ
た
が
、
安
保
法
制
は
現

行
憲
法
9
条
に
違
反
し
て
い
る
と
常
に

批
判
さ
れ
続
け
て
い
る
た
め
、
何
と
し

て
で
も
明
文
改
憲
を
行
な
い
、
と
り
わ

け
9
条
の
改
憲
を
実
現
し
た
い
と
い
う

強
い
決
意
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
、
新
9
条
の

改
憲
を
主
醸
し
て
い
く
こ
と
は
、
安
保

法
制
に
反
対
し
て
き
た
護
憲
勢
力
の
中

に
分
断
を
持
ち
込
む
一
方
で
、
憲
法
改

悪
を
目
指
す
安
倍
政
権
に
手
を
貸
す
こ

と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

さ
ら
に
、
か
り
に
新
9
条
論
が
主
張

す
る
よ
う
な
9
条
の
改
正
が
で
き
だ
と

し
て
も
、
安
倍
政
権
の
よ
う
な
憲
法
を

ま
っ
た
く
無
視
し
破
壊
す
る
勢
力
が
政

権
に
つ
け
ば
、
今
回
の
安
保
法
制
の
制

定
の
よ
う
な
解
釈
改
憲
が
進
め
ら
れ
な

い
と
い
う
保
証
は
、
ど
こ
に
も
な
い
の

で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
面

の
運
動
の
目
標
は
、
安
保
法
制
（
戦
争

法
）
　
の
廃
止
と
安
倍
政
権
に
よ
る
憲
法

改
悪
阻
止
の
運
動
を
広
げ
る
こ
と
に
重

点
を
置
き
、
選
挙
闘
争
に
力
を
入
れ
て
、

衆
議
院
・
参
議
院
で
憲
法
改
悪
勢
力
を

3
分
の
2
未
満
に
追
い
込
む
こ
と
、
安

保
法
制
に
反
対
し
憲
法
改
悪
に
反
対
す

る
勢
力
が
衆
議
院
・
参
議
院
で
多
数
派

に
な
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
「
新
9
条
論
」
の
立

場
に
立
つ
護
憲
的
改
憲
論
者
と
現
行
9

条
維
持
の
護
憲
論
者
が
（
私
は
後
者
で

あ
る
が
）
、
団
結
・
連
帯
し
て
、
安
保

法
制
廃
止
と
安
倍
政
権
に
よ
る
憲
法
改

悪
阻
止
の
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。


